
平成３０年度 第２回 福岡市地域公共交通会議 

日 時：平成３０年１０月２４日（水）１０時００分～ 

会 場：福岡市役所本庁舎 ５階 第３会議室 

会 議 次 第 

１ 開  会 

２ 議 題 

１）橋本駅循環ミニバスの試行運行期間の延長等について議題 1 

２）板屋脇山線乗合タクシーの運行について議題２
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今回の議題の位置づけについて 

 今回の福岡市地域公共交通会議では，条例に基づく生活交通の確保のための施策に関する協議及

び，道路運送法に基づく協議を行う。 

■公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例（抜粋）

第３章 福岡市地域公共交通会議 

第 12 条 この条例の適正な運用を図るため，福岡市地域公共交通会議（以下「交通会議」とい

う。）を置く。 

２ 交通会議は，次に掲げる事項について，調査，協議及び関係者の意見の調整の事務を行う。 

(1) 生活交通の在り方に関する事項

(2) 特別対策区域に関する事項

(3) 前２号に掲げるもののほか，市民の生活交通の確保に関し市長が必要と認める事項

３ 交通会議は，道路運送法に基づく地域公共交通会議を兼ねるものとし，前項の事務の

ほか，同法に定められた協議を行う。

４ 交通会議の組織及び運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

■道路運送法（抜粋）

■道路運送法施行規則（抜粋）

（地域公共交通会議の構成員）

第九条の三  地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。

一 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長

二 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

三 住民又は旅客

四 地方運輸局長

五 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

２ 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項

各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一 路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は第四十九条第一号に規定する市町村運営有

償運送について協議を行う場合には、次に掲げる者

イ 道路管理者

ロ 都道府県警察

二 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者 

■地域公共交通会議の目的「地域公共交通会議の設置及び運用に関するガイドライン」（抜粋）

 「地域公共交通会議」は，地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に

関する事項，市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項，その他これ

らに関し必要となる事項を協議するため設置するものとし，地域の需要に即した乗合運送サービ

スが提供されることにより地域住民の交通利便の確保・向上に寄与するよう努めるものとする。

（一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金） 

第九条第四項  一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活

に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために乗合旅客の運送を行う場合におい

て、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その

他の国土交通省令で定める関係者が当該運送に係る運賃等について合意しているときは、当該一般乗

合旅客自動車運送事業者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、あらかじめ、その旨を国土交通大

臣に届け出ることをもつて足りる。これを変更しようとするときも同様とする。 

議
題
１ 

議
題
２ 
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議題１   橋本駅循環ミニバスの試行運行期間の延長等について 

 

 

１．路線概要 

  

福岡市西区橋本地区においては，地域住民，交通事業者，行政に加え，沿線の病院や

商業施設が共働して，生活交通確保の取組みが進められている。 

当路線は，市の生活交通条例に基づく補助対象路線ではないため，試行運行に対する

補助は行っていないが，生活交通の確保に向けて，地域が主体となって路線の維持，利

用促進に取り組まれている。 

※橋本駅循環ミニバスの試行運行は，平成２７年度第２回福岡市地域公共交通会議に

おける議決を経て，運行を開始している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）橋本駅循環ミニバス利用状況（人/日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 行 事 業 者：福岡西鉄タクシー株式会社 

運 行 区 間：地下鉄橋本駅～西鉄壱岐営業所～福岡リハビリテーション病院～ 

～野方南三区集会所～藤ヶ丘集会所～地下鉄橋本駅 

 使 用 車 両：ジャンボタクシー 乗車定員(運転手除く)９名 

 便 数：１日１０便（平土日祝共通） 

 運   賃：大人(中学生以上)２００円， 

小人(小学生以下，障がい者割引料金)１００円 

 運 行 の 態 様：路線定期運行 

 試行運行期間：平成２７年１２月７日～平成３０年１１月３０日（第１期～第６期） 

(第 1 期)12/7～  

試行運行開始 

(第 2 期)6/7～  

試行運行延長 

(第 3 期)12/1～  

試行運行延長 
(第 4 期)6/1～  

試行運行延長 

(第 5 期)12/1～  

試行運行延長 

(第 6 期)6/1～  

試行運行延長 

ルート 

ダイヤの見直し 

ルート 

ダイヤ 

使用車両 

運賃の見直し 

ルート 

ダイヤの見直し 
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２．議決事項 

（１）理由 

橋本駅循環ミニバスの試行運行については，事業の採算性等に課題があったことから，

平成２９年１２月１日より，運賃改定や使用車両の小型化など運行内容の見直しを行って

いる。運行内容の見直し後，利用者の定着はみられるものの，更なる採算性向上，利用者

からの継続要望があること等から，試行運行の継続，運賃の改定，多客時における運用の

変更を諮るもの。 

 

（２）地域との協議状況 

 今回の議決事項については，地域，交通事業者，沿線施設，行政で構成される「橋本駅

循環ミニバス運行連絡会議」（平成３０年１０月５日開催）にて，地域の合意が得られてい

る。 

 

（３）議決事項 

①試行運行期間の延長（平成３０年１２月１日～平成３１年５月３１日（６ヵ月）） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第７期） 

第１期 
 平成２７年１２月７日 ～ 平成２８年 ６月 ６日 （６ヵ月間） 
       （平成２７年 ９月２９日 福岡市地域公共交通会議 議決） 

第２期 
 平成２８年 ６月７日 ～ 平成２８年１１月３０日 （約６ヵ月間） 
       （平成２８年 ４月１８日 福岡市地域公共交通会議(書面) 議決） 

第５期 
 平成２９年１２月１日 ～ 平成３０年５月３１日  （６ヵ月間） 

（平成２９年 ９月 ６日 福岡市地域公共交通会議） 

第３期 
 平成２８年１２月１日 ～ 平成２９年 ５月３１日 （６ヵ月間） 
       （平成２８年１０月２４日 福岡市地域公共交通会議 議決） 

第４期 
 平成２９年 ６月１日 ～ 平成２９年１１月３０日 （６ヵ月間） 

（平成２９年 ４月２４日 福岡市地域公共交通会議 議決） 

第６期 
 平成３０年 ６月１日 ～ 平成３０年１１月３０日  （６ヵ月間） 

（平成３０年 ４月１６日 福岡市地域公共交通会議(書面) 議決） 

第７期 
 平成３０年１２月１日 ～ 平成３１年 ５月３１日  （６ヵ月間） 

（平成３０年１０月２４日 福岡市地域公共交通会議） 
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 ②運賃の改正（平成３０年１２月１日実施予定） 

    

運賃（料金）の種類，額及び適用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】議決の根拠法令 

 ・道路運送法に基づく協議及び議決 

（議決が必要な項目）運賃申請（運賃・料金の設定，変更に係る手続きの簡素化） 

 上限運賃認可を会議合意運賃として届出する 

現行 改正後

額及び適用方法 額及び適用方法

大人 ２００円 ２００円

小児
（6歳以上12歳未満）

１００円 １００円

幼児
（1歳以上6歳未満）

　 １００円※１ 　 １００円※１

障がい者割引 １００円 １００円

フリー乗車券 １日フリー乗車券 × ×

ニモカ ○ ○

交通用福祉ICカード

（福岡市発行）
○ ○

ICカードによる

乗り継ぎ
（SF乗り継ぎ）

最大８０円割引 × ×

通勤・通学 ○ ×

グランドパス６５ ○ ×

ひるパス
（ロング含む）

○ ×

エコルカード ○ ×

※１．保護者１人につき２人まで無料，単独乗車は有料

種類

運賃

ICカードによる

精算
（SF精算）

定期券
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 ③使用車両（平成３０年１２月１日実施予定） 

 

現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両数 運行車両台数 1台（ジャンボタクシー 乗車定員 10 人） 

  予備車両 1台  （ジャンボタクシー 乗車定員 10 人） 

 

 

所有者 福岡西鉄タクシー株式会社 

  

使用者   福岡西鉄タクシー株式会社 

 

車両サイズ 長さ 5380 ㎜ 幅 1880 ㎜ 高さ 2280 ㎜ 

【参考】議決の根拠法令 

 ・道路運送法に基づく協議及び議決 

（議決が必要な項目）使用車両（使用する車両の弾力化） 

 乗車定員 11 人以上の車両の基準を，乗車定員 10 人の車両での運行とする 

（議決が必要な項目）運行車両台数（最低車両数の弾力化） 

 営業所ごとに配置する最低車両数の基準（常用 5 両＋予備 1 両）を，運行車両数１台， 

予備車両数１台での運行とする 

 

車両数 運行車両台数 1台（ジャンボタクシー 乗車定員 10 人） 

  予備車両 1台  （ジャンボタクシー 乗車定員 10 人） 

※多客時においてはタクシーの普通車両と併せて運行 

 

所有者 福岡西鉄タクシー株式会社 

  

使用者   福岡西鉄タクシー株式会社 

 

車両サイズ 長さ 5380 ㎜ 幅 1880 ㎜ 高さ 2280 ㎜ 
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（参考）橋本駅循環ミニバス運行ルート（平成３０年１０月１日現在） 
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議題２  板屋脇山線乗合タクシーの運行について 

 

１．路線概要について 

＜運行経緯＞ 

・平成１９年３月に西日本鉄道(株)が那珂川支線の廃止の申し出。 

（廃止区間：板屋～佐賀橋～市ノ瀬，廃止日：平成２０年４月１日） 

・廃止された場合，早良区板屋が公共交通空白地となることから，代替交通を確保。 

・地域との協議の結果，那珂川方面への路線から脇山方面への路線に変更。需要や道

路状況から乗合タクシーによる運行とした。 

・平成２０年４月に代替交通運行開始，平成２０年８月に事前予約制を導入。経費

と収入の差額を市が補助している。 

 ＜運行内容＞ 

運 行 事 業 者：飯倉タクシー㈱ 

 運 行 区 間：板屋ふるさと館前～脇山小学校前（約 12km，約 24 分） 

車両・乗務員：小型タクシー1 台・乗務員１人 

料 金：大人 500 円，小児（小学生）250 円，障がい者 250 円  

運 行 本 数：全日 2.0 往復（事前予約制）， 

利 用 者 数：54 人/年（H29 実績） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿線人口（大字板屋） 

人口：20 人 世帯数：11 世帯 高齢化率：約 65.0％ 

※別途，社会福祉施設 56 人 （平成 27 年国勢調査より） 
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２．被災状況について 

平成 30 年 7 月豪雨により，板屋脇山線の運行区間において，道路（県道入部中原停車

場線（板屋峠））が被災，通行止めになっており，道路が復旧するまでの間は板屋地区か

ら脇山への移動は，那珂川方面からの迂回が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①：７月11日に応急復旧。 

②，③：大規模に被災。復旧工事発注済。 

 

３．代替運行について 

・8 月 1 日より，道路運送法第十七条（天災時の特例）を適用し，代替ルートにより運

行を再開。 

・復旧にあまりに長期期間を要する場合は，福岡運輸支局と相談のうえ，事務局の判

断により，道路運送法第十五条(事業計画の変更)による路線延長認可申請を行い，

結果を報告する。 

 

４．議決事項 

＜運行内容＞※下線が変更箇所 

運行事業者：飯倉タクシー㈱ 

運 行 区 間：板屋ふるさと館前～脇山小学校前（約 24km，約 50 分） 

車両・乗務員：小型タクシー1 台・乗務員１人 

料金：大人 500 円，小児（小学生）250 円，障がい者 250 円  

運行本数：全日 2.0 往復（事前予約制） 

 

 

 

 

① 

② 

②（12･13 カーブ） 

③ ③（24･25 カーブ） 
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【参考】議決の根拠法令 

・道路運送法に基づく協議及び議決 

①路線不定期運行の実施に係る弾力化 

→協議を調えることにより，運行することが可能。 

 ②処理期間の短縮 

  →協議を調えることにより，路線の延長に係る処理期間の短縮 

【参考】道路運送法抜粋（天災等の場合における他の路線による事業の経営）  

第十七条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他国土交通省令で定めるやむを

得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなったと

きは、第十五条第一項の規定にかかわらず、当該路線において事業用自動車の運行を

再開することができることとなるまでの間、当該路線に係る輸送需要をできる限り満

たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することがで

きる。この場合において合理的に必要となる事業計画及び運行計画の変更については、

第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二第一項並びに第十五条の三第二項

及び第三項の規定は、適用しない。 

【参考】道路運送法抜粋（事業計画の変更） 

第十五条 一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更（第三項、第四項及び次条第

一項に規定するものを除く。）をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなけ

ればならない。 

２ 第六条の規定は、前項の認可について準用する。 

３ 一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の

国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらか

じめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

４ 一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の国土交通省令で定める軽微

な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に

届け出なければならない。 
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福岡市地域公共交通会議規則 

 

平成22年12月27日 

福岡市規則第135号 

改正 平成24年8月16日規則第112号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例

（平成22年福岡市条例第25号。以下「条例」という。）第12条第４項の規定に基づき，福

岡市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（交通会議の組織） 
第２条 交通会議は，会長及び委員19人以内で組織する。 
 
 （会長） 
第３条 会長は，住宅都市局都市計画部長をもってこれに充てる。 
２ 会長は，会務を総理し，交通会議を代表する。 
３ 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，会長があらかじめ指名する委員が，その

職務を代理する。 
 
（委員） 

第４条 委員は，道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号）第９条の３に規定するところ

により，市長が任命する。 
２ 委員の任期は，３年とする。ただし，任期中であってもその本来の職を離れたとき等は，委

員の職を失うものとする。 
３ 補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
４ 委員は，再任されることができる。 
 
（臨時委員） 

第５条 前条の規定による委員のほか，特別の事項について調査，協議及び関係者の意見の調整

の事務（以下「調査等の事務」という。）を行うため必要があるときは，交通会議に臨時委員若

干人を置くことができる。 
２ 臨時委員は，市長が任命する。 
３ 臨時委員は，当該特別の事項について調査等の事務が終了したときは，解任されるものとす

る。 
 
（交通会議の運営） 

第６条 交通会議の会議は，条例第９条第２項の規定により，市長が交通会議の意見を聴くとき

その他会長が必要と認めるときに，会長が招集する。 
２ 会長は，会議の議長となり，議事を司会する。 
３ 交通会議は，委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ，会議を開くこ

とができない。 
４ 交通会議の議事は，出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し，可

否同数のときは，議長の決するところによる。 
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（幹事会） 

第７条 会長が必要と認めるときは，道路運送法（昭和26年法律第183号）に定められた協議を

行うため交通会議に幹事会を置くことができる。 
２ 幹事会の委員は，次に掲げる者のうちから会長が選任する。 
 (1) 本市の住民 
 (2) 関係事業者の職員 
 (3) 本市の職員 
 (4) その他幹事会の運営上必要と認められる者 
 
（交通会議の庶務） 

第８条 交通会議の庶務は，住宅都市局都市計画部交通計画課において処理する。 
    （平成24規則112・一部改正） 
 
（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか，交通会議の運営に関して必要な事項は，会長が交通会議

に諮って定める。 
 

附 則 
この規則は，平成22年12月28日から施行する。 
  附 則 
この規則は，公布の日から施行する。 
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福岡市地域公共交通会議運営要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，福岡市地域公共交通会議規則（平成22年福岡市規則第135号。以下「規則」と

いう。）第９条の規定に基づき，福岡市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）の運営に

関し，必要な事項を定めるものとする。 

  

 （会議の開催手続） 

第２条 会長は，規則第６条に規定する交通会議の会議を開催しようとする場合は，会議の日時，

場所，案件等をあらかじめ，委員及び当該議事に関係のある臨時委員に対して通知するものとす

る。 

 

  （委員の代理） 

第３条 交通会議の会議における委員及び臨時委員の代理は，これを認めない。ただし，道路運送

法施行規則第９条の３第４号に規定する委員にあっては，会長の許可を得て，当該委員が委任す

る当該機関の職員をもって代理させることができる。 

 

 （会議の議事進行） 

第４条 福岡市地域公共交通会議規則第６条第２項に規定する議長（以下「議長」という。）は，交

通会議の会議を主宰し，議事を進行する。 

２ 議長は，議事について，必要に応じて市の関係職員に説明及び資料の提出を求めることができ

る。 

３ 議長は，会議の秩序を維持するために必要な指示を出すことができる。 

 

 （傍聴の取扱） 

第５条 交通会議の会議は，原則公開とし，傍聴することができる。ただし，議長は，必要がある

と判断したときは，会議に諮って傍聴を認めないとすることができる。 

２ 傍聴人は，静穏に傍聴する等，傍聴中は議長の指示に従わなければならない。 

３ 議長は，会議における議事の進行及び秩序維持のために必要があり，かつ，傍聴人が前項の指

示に従わないときは，退室を求めることができる。 

 

 （会議録） 

第６条 会長は，交通会議の会議録を作成し，住宅都市局にて保管させるものとする。 

２ 会議録は，交通会議における議事の内容を文書により記録する。 

３ 会議録は，福岡市情報公開条例（平成14年福岡市条例第３号）第７条の各号にある非公開情報

の部分を除き公開するものとする。 

 

（書面開催） 

第７条 次に掲げる事項について，会長は，必要と認めるときに，書面により委員の賛否を求め，

その結果をもって交通会議の議決に代えることができる。 

（１） 運行時刻の変更 
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（２） 運行回数を増加する変更

（３） 停留所の新設並びに位置又は名称の変更

（４） 前３号に掲げるもののほか，会長が軽微な事案又は緊急の決定を要する事案と判

断したもの

２ 前項に規定する場合においては，第３条の規定にかかわらず，委員及び臨時委員の代理

は，これを認めない。 

３ 第１項の規定にかかわらず，委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数からの書面

による回答が得られなければ，交通会議の議決とすることができない。 

４ 規則第６条第４項の規定は，第１項の議決について準用する。この場合において，規

則第６条第４項中「出席した」とあるのは「書面により回答した」と，「議長」とあるの

は「会長」と読み替えるものとする。 

５ 第１項に規定する議決をおこなった場合，会長はその結果を書面により速やかに委員

及び当該議事に関係のある臨時委員に報告するとともに，次回の会議において報告するも

のとする。 

附 則 

この要綱は，平成23年 3月22日から施行する。 

この要綱は，平成25年 7月 4日から施行する。 

15


	01_会議次第
	02_委員名簿
	03_座席表 
	04_根拠
	05_01議題１橋本ミニバス
	05_02議題２板屋脇山線
	06-1_【最終版】福岡市地域公共交通会議規則
	06-2_【最終版】福岡市地域公共交通会議運営要綱



